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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低温における発色性能を向上させた発色剤マイクロカプセル及びそれを用いた感
圧複写紙を提供する。
【解決手段】電子供与性ロイコ染料、感圧複写紙用溶剤、炭酸プロピレン及びスチレンダ
イマーを内包する発色剤マイクロカプセル、並びにこの発色剤マイクロカプセルを含有す
るマイクロカプセル層を有する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子供与性ロイコ染料、感圧複写紙用溶剤、炭酸プロピレン及びスチレンダイマーを内包
する発色剤マイクロカプセル。
【請求項２】
前記感圧複写紙用溶剤が、１－フェニル－１－キシリルエタン及び１－フェニル－１－エ
チルフェニルエタンから成る群から選択される少なくとも一種である請求項１に記載の発
色剤マイクロカプセル。
【請求項３】
前記スチレンダイマーが、２，４－ジフェニル－１－ブテンである請求項１又は２に記載
の発色剤マイクロカプセル。
【請求項４】
前記炭酸プロピレンの配合量が、前記感圧複写紙用溶剤１００重量部に対して、３～２０
重量部である請求項１～３のいずれか一項に記載の発色剤マイクロカプセル。
【請求項５】
前記スチレンダイマーの配合量が、前記発色剤マイクロカプセル全量に対して、０．１～
２．５重量％である請求項１～４のいずれか一項に記載の発色剤マイクロカプセル。
【請求項６】
前記スチレンダイマーの配合量が、前記感圧複写紙用溶剤１００重量部に対して、０．１
５～３．０重量部である請求項１～４のいずれか一項に記載の発色剤マイクロカプセル。
【請求項７】
支持体上に請求項１～６のいずれか一項に記載の発色剤マイクロカプセルを含有するマイ
クロカプセル層を有する感圧複写紙。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、感圧複写紙用溶剤中に電子供与性ロイコ染料を内包する発色剤マイクロカ
プセル及びそれを用いた感圧複写紙に関し、より詳細には、低温における発色性能を向上
させた発色剤マイクロカプセル及びそれを用いた感圧複写紙に関する。
【背景技術】
【０００２】
　感圧複写紙は、通常、上質紙、再生紙等の支持体の片面に、無色又は淡色の電子供与性
ロイコ染料（以下、「ロイコ染料」ともいう。）を溶解又は分散状態で含有する感圧複写
紙用溶剤を内包した発色剤マイクロカプセルを含有する層を設けた「上用紙」、支持体の
片面に、ロイコ染料と接触して発色するフェノール性化合物等の電子受容性顕色剤（以下
、「顕色剤」ともいう。）を含有する層を設けた「下用紙」、支持体の片面に前記発色剤
マイクロカプセルを含有する層、他方の面に顕色剤を含有する層を設けた「中用紙」を適
宜組み合わせて構成されている。
　これらの感圧複写紙は、上用紙もしくは中用紙の前記発色剤マイクロカプセルを含有す
る層（以下、「マイクロカプセル層」ともいう。）と、下用紙もしくは中用紙の前記顕色
剤を含有する層（以下、「顕色剤層」ともいう。）とが接するように組合わされており、
上用紙の非塗工面（マイクロカプセル層を設けていない面）もしくは中用紙の顕色剤層面
への筆圧やプリンターなどの加圧により、マイクロカプセル層中の発色剤マイクロカプセ
ルが破壊され、ロイコ染料を含有する感圧複写紙用溶剤が下用紙もしくは中用紙の顕色剤
層面に移行し、その結果、ロイコ染料と顕色剤が反応して発色する。
【０００３】
　また、感圧複写紙には、支持体の同一面にマイクロカプセル層と顕色剤層とを積層させ
、又は同一層に前記発色剤マイクロカプセルと前記顕色剤とを混在させた「セルフコンテ
ィンド紙」などがある。
　現在用いられている感圧複写紙には、低温条件下における発色濃度の向上や飽和濃度に
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達するまでの時間の短縮等の要望があり、これらを解決するために特定の溶媒を使用する
対策（特許文献１～３等）や特定のロイコ染料を使用する対策（特許文献４等）が試みら
れている。
　一方、発色剤マイクロカプセルの感圧複写紙用溶媒として、一般的に１－フェニル－1
－エチルフェニルエタンや１－フェニル－１－キシリルエタン等が用いられている（特許
文献５等）。また、発色剤マイクロカプセル内に、これらの感圧複写紙用溶媒の他に炭酸
プロピレンを内包させて発色性を改善することが知られている（特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－２０３３７６
【特許文献２】特開平０４－３６８８８３
【特許文献３】特開平０９－０７６６３２
【特許文献４】特開平０３－１９０８７９
【特許文献５】特開２０１１－２５５６７４
【特許文献６】特開２０１０－１７３０８７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　出願人は、発色性を改善するために、ロイコ染料、感圧複写紙用溶媒及び炭酸プロピレ
ンを内包させた発色剤マイクロカプセルを開発したが（特許文献６）、低温条件下におけ
る発色性が十分ではなかった（後記の比較例１）。そのため、本発明は、低温条件下での
発色性能を向上させた発色剤マイクロカプセル及びそれを用いた感圧複写紙を提供するこ
とを目的とする。本発明において、低温条件の温度とは寒冷地での屋外気温に相当する－
１０～０℃程度の温度をいう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　発明者らは、上記課題を鋭意検討した結果、ロイコ染料、感圧複写紙用溶媒及び炭酸プ
ロピレンを内包させた発色剤マイクロカプセル（特許文献６）に、更にスチレンダイマー
を内包させることにより、これを用いた感圧複写紙の低温条件下での発色性能を向上させ
ることができることを見出し、本発明を完成させるに至った。
　即ち、本発明は、ロイコ染料、感圧複写紙用溶剤、炭酸プロピレン及びスチレンダイマ
ーを内包する発色剤マイクロカプセルである。また本発明は、支持体上にこの発色剤マイ
クロカプセルを含有するマイクロカプセル層を有する感圧複写紙である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
［発色剤マイクロカプセル］
　本発明の発色剤マイクロカプセルは、ロイコ染料、感圧複写紙用溶剤、炭酸プロピレン
及びスチレンダイマーを内包する。
【０００８】
　本発明で用いるロイコ染料には特に限定は無く、感圧複写紙分野で一般に用いられるロ
イコ染料を用いることができる。
　本発明に用いることができる青色系のロイコ染料としては、３，３－ビス（ｐ－ジメチ
ルアミノフェニル）－６－ジメチルアミノフタリド、３，７－ビス（ジメチルアミノ）１
０－ベンゾイルフェノチアジン、３，３－ビス（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－６－ジ
メチルアミノフタリド、３－（４－ジエチルアミノフェニル）－３－（１－エチル－２－
メチル－３－インドリル）フタリド、３－（４－ジエチルアミノ－２－エトキシフェニル
）－３－（１－エチル－２－メチル－３－インドリル）フタリド、３－（４－ジエチルア
ミノ－２－エトキシフェニル）－３－（１－エチル－２－メチル－３－インドリル）－４
－アザフタリド、３－（４－ジエチルアミノ－２－エトキシフェニル）－３－（１－ｎ－
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オクチル－２－メチル－３－インドリル）－４－アザフタリド、Ｎ－ｎ－ブチル－３－［
４，４'－ビス（Ｎ－メチルアニリノ）ベンズヒドリル］カルバゾール等が挙げることが
できるが、これらに限定されるものではない。
【０００９】
　また、その他の色に発色するロイコ染料としては、２－アニリノ－３－メチル－６－ジ
エチルアミノフルオラン、２－アニリノ－３－メチル－６－ジ－ｎ－ブチルアミノフルオ
ラン、２－アニリノ－３－メチル－６－ジ－ｎ－アミルアミノフルオラン、２－アニリノ
－３－メチル－６－（Ｎ－メチル－Ｎ－ｎ－プロピルアミノ）フルオラン、２－アニリノ
－３－メチル－６－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソブチルアミノ）フルオラン、２－アニリノ－
３－メチル－６－（Ｎ－エチル－Ｎ－イソアミルアミノ）フルオラン、２－アニリノ－３
－メチル－６－（Ｎ－シクロヘキシル－Ｎ－メチルアミノ）フルオラン、２－アニリノ－
３－メチル－６－［Ｎ－エチル－Ｎ－（３－エトキシプロピル）アミノ］フルオラン、２
－アニリノ－３－メチル－６－（Ｎ－エチル－４－メチルアニリノ）フルオラン、２－（
３－トリフルオロメチルアニリノ）－６－ジエチルアミノフルオラン等の黒発色系のロイ
コ染料、１，３－ジメチル－６－ジエチルアミノフルオラン、２－ｔ－ブチル－６－ジエ
チルアミノフルオラン、２－クロロ－６－ジエチルアミノフルオラン、２－クロロ－３－
メチル－６－ジエチルアミノフルオラン、２－メチル－６－（Ｎ－エチル－４－メチルア
ニリノ）フルオラン、８－ジエチルアミノベンゾ［ａ］フルオラン、３，３－ビス（１－
ｎ－ブチル－２－メチル－３－インドリル）フタリド、３，３－ビス（１－ｎ－オクチル
－２－メチル－３－インドリル）フタリド等の赤発色系のロイコ染料、３，３－ビス（４
－ジエチルアミノ－２－エトキシフェニル）－４－アザフタリド、２－ジベンジルアミノ
－６－ジエチルアミノフルオラン、２－ジベンジルアミノ－４－メチル－６－ジエチルア
ミノフルオラン、２－ｎ－オクチルアミノ－６－ジエチルアミノフルオラン、２－アニリ
ノ－６－（Ｎ－エチル－Ｎ－ｎ－ヘキシルアミノ）フルオラン、２－（Ｎ－メチルアニリ
ノ）－６－（Ｎ－エチル－４－メチルアニリノ）フルオラン、３，７－ビス（ジメチルア
ミノ）－１０－ベンゾイルフェノチアジン等の緑発色系のロイコ染料などが挙げられるが
、これらに限定されるものではない。
【００１０】
　本発明で用いる感圧複写紙用溶剤としては、１－フェニル－1－エチルフェニルエタン
（ＰＥＰＥ）、１－フェニル－１－キシリルエタン（ＰＸＥ）、灯油、植物油、テルペン
炭化水素、パラフィン、ナフテン油、アルキル化ビフェニル、アルキル化ターフェニル、
塩素化パラフィン、アルキル化ナフタレン、ジアリールアルカン、フタル酸エステル等が
挙げられる。本発明において、この感圧複写紙用溶剤は、好ましくは１－フェニル－1－
エチルフェニルエタン（ＰＥＰＥ）及び／又は１－フェニル－１－キシリルエタン（ＰＸ
Ｅ）である。１－フェニル－１－キシリルエタンには３種の位置異性体が含まれる。感圧
複写紙用溶剤としてこれらの１種又は２種以上を用いてもよい。
　なお、１－フェニル－1－エチルフェニルエタン（ＰＥＰＥ）及び１－フェニル－１－
キシリルエタン（ＰＸＥ）以外の感圧複写紙用溶剤をＰＥＰＥ及び／又はＰＸＥと併用す
る場合には、併用する感圧複写紙用溶剤は、全感圧複写紙用溶剤１００重量部に対して５
０重量部未満にすることが好ましい。
【００１１】
　本発明で用いる炭酸プロピレンは、下式で表される。
【化１】

　炭酸プロピレンは、１－フェニル－１－キシリルエタン等の感圧複写紙用溶剤と比較し
てロイコ染料の溶解性が高いため、高濃度でロイコ染料を溶解することが可能となり、感
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圧複写紙は優れた発色性能を有することができると考えられる。
【００１２】
　本発明で用いるスチレンダイマーとしては、２，４－ジフェニル－１－ブテン、１，３
－ジフェニルプロパン、シス１，２－ジフェニルシクロブタン及びトランス１，２－ジフ
ェニルシクロブタンが含まれる。本発明で用いるスチレンダイマーとしては、好ましくは
２，４－ジフェニル－１－ブテン又は１，３－ジフェニルプロパンであり、より好ましく
は２，４－ジフェニル－１－ブテンである。
【００１３】
　本発明の発色剤マイクロカプセルにおいて、炭酸プロピレンの配合量は、感圧複写紙用
溶剤１００重量部に対して、好ましくは３～２０重量部、より好ましくは５～１３重量部
である。また、本発明の発色剤マイクロカプセルにおいて、ロイコ染料の含有量は、炭酸
プロピレンと感圧複写紙用溶剤の合計１００重量部に対して、好ましくは０．３～１０重
量部、より好ましくは０．５～８重量部である。炭酸プロピレンの配合量とロイコ染料の
含有量をこの範囲とすることにより、ロイコ染料がより容易に溶解してより析出し難くな
り、より良好な発色性能を得ることができると共に、発色剤マイクロカプセルの作製にお
いて壁膜形成がより容易となる。
【００１４】
　本発明の発色剤マイクロカプセルにおいて、スチレンダイマーの配合量は、発色剤マイ
クロカプセル全量（壁膜+内包物）に対して、好ましくは０．１～２．５重量％、より好
ましくは０．１５～１．５重量％、さらに好ましくは０．２～１．０重量％である。また
、このスチレンダイマーの配合量は、感圧複写紙用溶剤１００重量部に対して、好ましく
は０．１５～３．０重量部、より好ましくは０．２～２．０重量部、さらに好ましくは０
．２５～１．５重量部である。
　スチレンダイマーの配合量は、多いと低温条件下での発色性能が向上するが、発色剤マ
イクロカプセル全量に対して１．０重量％を超える、又は感圧複写紙用溶剤１００重量部
に対して１．５重量部を超えると、低温条件下での発色性能が飽和する傾向が見られる。
また、スチレンダイマーの配合量が、発色剤マイクロカプセル全量に対して１．５重量％
を超える、又は感圧複写紙用溶剤１００重量部に対して２．０重量部を超えると、情報記
録時にスチレンダイマーに由来する臭気が顕在化する傾向が見られる。さらに、スチレン
ダイマーの配合量が、発色剤マイクロカプセル全量に対して２．５重量％を超える、又は
感圧複写紙用溶剤１００重量部に対して３．０重量部を超えると、バーコード読み取り性
が低下する可能性がある。
【００１５】
　本発明において、発色剤マイクロカプセルは、コアセルベーション法、界面重合法、ｉ
ｎ－ｓｉｔｕ法など、公知の方法で作製することができる。また、発色剤マイクロカプセ
ルの壁膜材料としては、ゼラチン、尿素－ホルムアルデヒド縮重合物、メラミン－ホルム
アルデヒド縮重合物、ポリウレタン、ポリウレア、ウレタン・ウレア－イソシアネート縮
重合物等、従来の感圧記録紙あるいは感熱記録紙の分野で公知のものを使用することがで
き、特に制限されるものではないが、本発明においては、メラミン－ホルムアルデヒド縮
重合物、又はウレタン・ウレア－イソシアネート縮重合物を壁膜材料とすることが好まし
い。
【００１６】
　本発明の発色剤マイクロカプセルの平均粒子径は、所望する品質に応じて適宜調整可能
であるが、体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）は、好ましくは３．０μｍ以上、より好まし
くは４．０μｍ以上、さらに好ましくは５．０μｍ以上である。発色剤マイクロカプセル
の体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）が３．０μｍ未満であると、特に支持体として上質紙
、再生紙等を使用した場合に、支持体上に塗工した発色剤マイクロカプセルが支持体中（
パルプ繊維の凹部）に入り込んでしまい、加圧しても破壊されにくくなるため、発色性能
が低下することがある。
　また、本発明の発色剤マイクロカプセルの体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）は、好まし
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くは１５．０μｍ以下、より好ましくは１２．０μｍ以下、さらに好ましくは１０．０μ
ｍ以下である。この体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）が１５．０μｍを超えると、不用意
な加圧により情報記録の前に感圧複写紙が発色するという問題（「加圧汚染」ともいう。
）が発生する可能性がある。
　なお、この体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）はレーザー光散乱法により測定することが
できる。
【００１７】
　本発明の発色剤マイクロカプセルの製造で使用できる乳化剤として、ゼラチン、アラビ
アゴム、カゼイン、カルボキシセルロース、でんぷん、ポリビニルアルコール、エチレン
－無水マレイン酸共重合体、スチレン－無水マレイン酸共重合体、イソブチレン－無水マ
レイン酸共重合体、アクリル系共重合体、スチレンスルホン酸系共重合体等、従来の感圧
記録紙あるいは感熱記録紙の分野で公知のものが挙げられ、特に制限されるものではない
が、ウレタン・ウレア－イソシアネート縮重合物を壁膜材料とする場合は、乳化剤として
ポリビニルアルコールが好ましい。
【００１８】
［感圧複写紙］
　また、本発明の感圧複写紙は、上記本発明の発色剤マイクロカプセルを少なくとも含有
する塗工液を、上質紙、再生紙、塗工紙、あるいは合成紙、プラスチックフィルム等のシ
ート状物からなる支持体上に塗工、乾燥することにより形成されるマイクロカプセル層を
有する。このマイクロカプセル層は、必要に応じて、更にバインダー、ステー剤、増粘剤
など、その他の添加剤を含んでもよい。
　なお、本発明において、発色剤マイクロカプセルを含有する層をマイクロカプセル層、
顕色剤を含有する層を顕色剤層と呼ぶが、感圧複写紙がセルフコンティンド紙であって、
発色剤マイクロカプセルと顕色剤を同一層に混在させている場合には、発色剤マイクロカ
プセルと顕色剤の両方が含まれる層は、マイクロカプセル層であり顕色剤層でもあるとい
うことになる。
【００１９】
　本発明の感圧複写紙において使用できるバインダーとしては、完全ケン化ポリビニルア
ルコール、部分ケン化ポリビニルアルコール、アセトアセチル化ポリビニルアルコール、
カルボキシル変性ポリビニルアルコール、アマイド変性ポリビニルアルコール、スルホン
酸変性ポリビニルアルコール、ブチラール変性ポリビニルアルコール、オレフィン変性ポ
リビニルアルコール、ニトリル変性ポリビニルアルコール、ピロリドン変性ポリビニルア
ルコール、シリコーン変性ポリビニルアルコール、その他の変性ポリビニルアルコール、
ヒドロキシエチルセルロース、メチルセルロース、エチルセルロース、カルボキシメチル
セルロース、スチレン－無水マレイン酸共重合体、スチレン－ブタジエン共重合体並びに
エチルセルロース、アセチルセルロースのようなセルロース誘導体、カゼイン、アラビヤ
ゴム、酸化澱粉、エーテル化澱粉、ジアルデヒド澱粉、エステル化澱粉、ポリ塩化ビニル
、ポリ酢酸ビニル、ポリアクリルアミド、ポリアクリル酸エステル、ポリビニルブチラー
ル、ポリスチロース及びそれらの共重合体、ポリアミド樹脂、シリコーン樹脂、石油樹脂
、テルペン樹脂、ケトン樹脂、クマロン樹脂などを例示することができる。これらの高分
子物質は水、アルコール、ケトン類、エステル類、炭化水素などの溶剤に溶かして使用す
るほか、水又は他の媒体中に乳化又はペースト状に分散した状態で使用し、要求品質に応
じて併用することもできる。
　本発明の感圧複写紙において、バインダーの配合量は、マイクロカプセル層の固形分１
００重量部に対して、５～３０重量部であることが好ましく、１０～２０重量部であるこ
とがより好ましい。
【００２０】
　本発明の感圧複写紙において、上記加圧汚染を抑制するために、マイクロカプセル層に
更にステー剤を含有させてもよい。使用できるステー剤としては、例えば、澱粉粒、セル
ロース繊維、天然高分子の微粒子などが挙げられる。
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　このステー剤の平均粒子径は、所望する品質、即ち発色能力と加圧汚染のバランスに応
じて適宜選択すればよいが、ステー剤の体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）は、発色剤マイ
クロカプセルの体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）の１．５倍以上であることが好ましい。
この比が１．５倍より小さいと、ステー剤による保護が十分でないことがある。また、ス
テー剤の体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）は、発色剤マイクロカプセルの平均粒子径（Ｄ
５０）の４倍以下であることが好ましい。この比が４倍より大きいと、ステー剤による保
護が過剰となり、発色能力が低下することがある。
　なお、ステー剤の体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）は、上記発色剤マイクロカプセルの
体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）と同様にして測定することができる。
【００２１】
　本発明の感圧複写紙のマイクロカプセル層を塗工する手段は、特に限定されるものでは
なく、本技術分野の周知慣用技術を適宜利用することができる。また、塗工装置としては
、一般的な塗工装置であるロッドブレードコーター、ベントブレードコーター、ベベルブ
レードコーター、バーブレードコーター、エアーナイフコーター、ロールコーター、ゲー
トロールコーター、カーテンコーター、ダイコーター、カーテンダイコーター、グラビア
コーター、フレキソグラビアコーター、スプレーコーター、サイズプレス等の各種装置を
、オンマシン又はオフマシンで適宜使用することができる。
　本発明では、エアーナイフコーター、カーテンコーター、カーテンダイコーターを使用
してマイクロカプセル層を塗工することは、ロッドブレードコーター等の、ブレード等を
押し付けて塗工液を掻き取る塗工装置を使用して塗工するよりも、塗工時にマイクロカプ
セルが破壊されにくいため好ましい。
　本発明の感圧複写紙のマイクロカプセル層の固形分での塗工量は、特に限定されず、所
望する感圧複写紙の品質に応じて適宜調整すればよく、上用紙や中用紙であれば通常１～
５ｇ／ｍ２程度、セルフコンティンド紙であれば通常３～１０ｇ／ｍ２程度である。
【実施例】
【００２２】
　以下、実施例にて本発明を例証するが本発明を限定することを意図するものではない。
。なお、実施例の部及び％は、特にことわらない限り重量部及び重量％を表す。また、発
色剤マイクロカプセルとステー剤の体積５０％平均粒子径（Ｄ５０）は、ＭＡＬＶＥＲＮ
社製ＭＡＳＴＥＲ　ＳＩＺＥＲ　Ｓを使用してレーザー光散乱法により測定した。
【００２３】
［実施例１］
［発色剤マイクロカプセルスラリーの調製］
　１－フェニル－１－キシリルエタン（ＰＸＥ）９０部に、炭酸プロピレン１０部、２，
４－ジフェニル－１－ブテン１．０部を加え、更にロイコ染料として３、３－ビス（ｐ－
ジメチルアミノフェニル）―６－ジメチルアミノフタリド（福井山田社製、ＣＶＬ）６部
を加えて、８０℃に加熱撹拌しながら溶解させて、予備溶解液を調製した。
　次いで、この予備溶解液１０７部に、ポリメチレンポリフェニルイソシアネート（日本
ポリウレタン工業社製、商品名：ミリオネートＭＲ－３００）５部、イソシアヌレート基
含有ポリイソシアネート（ＤＩＣ社製、商品名：ＤＮ９０２Ｓ）５部を１０５℃に加熱攪
拌しながら溶解させて、ロイコ染料溶解液を調製した。
　次いで、部分ケン化型ポリビニルアルコール水溶液（クラレ社製、商品名：ＰＶＡ２０
５、固形分５％）１２０部中に、常温まで冷却したこのロイコ染料溶解液１１７部を混合
し、撹拌機を使用して乳化分散を行い、油滴の平均粒子径が６．０μｍのＯ／Ｗ型エマル
ジョンを得た。
　次いで、このＯ／Ｗ型エマルジョン２３７部に、撹拌しながら１０％ジエチレントリア
ミン１．０部を添加し、８０℃で２時間カプセル壁膜の形成反応を続けた後、常温まで冷
却して反応を終了させ、濃度調整のため水を添加して、固形分３０％の発色剤マイクロカ
プセルスラリーを得た。得られたマイクロカプセルの平均粒子径（Ｄ５０）は６．５μｍ
であった。
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【００２４】
［マイクロカプセル層用塗工液の調製］
　次いで、下記割合からなる配合物を混合してマイクロカプセル層用塗工液を調製した。
＜マイクロカプセル層用塗工液１＞
　発色剤マイクロカプセルスラリー（固形分３０％）　　　　　　　　　　　　４００部
　完全ケン化型ポリビニルアルコール水溶液（クラレ社製、商品名：ＰＶＡ１１７、
　　固形分１０％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８０部
　ステー剤（澱粉粒子：平均粒子径２０．０μｍ）　　　　　　　　　　　　　　３５部
　水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４５部
　次いで、マイクロカプセル層用塗工液１を支持体（坪量４０ｇ／ｍ２の上質紙）の片面
に、固形分での塗工量が２．０ｇ／ｍ２となるようにエアーナイフコーターを使用して塗
工した後、乾燥を行ない、感圧複写紙を得た。
【００２５】
［実施例２］
　予備溶解液中の１－フェニル－１－キシリルエタン（ＰＸＥ）を１－フェニル－１－エ
チルフェニルエタン（ＰＥＰＥ）に代えた以外は、実施例１と同様にして感圧複写紙を得
た。
［実施例３］
　予備溶解液中の１－フェニル－１－キシリルエタン（ＰＸＥ）９０部を１－フェニル－
１－キシリルエタン（ＰＸＥ）５０部及び１－フェニル－１－エチルフェニルエタン（Ｐ
ＥＰＥ）４０部に代えて、２，４－ジフェニル－１－ブテンの配合量１．０部を０．２部
に代えた以外は、実施例１と同様にして感圧複写紙を得た。
［実施例４]
　予備溶解液中の２，４－ジフェニル－１－ブテンの配合量０．２部を０．５部に代えた
以外は、実施例３と同様にして感圧複写紙を得た。
【００２６】
［実施例５]
　予備溶解液中の２，４－ジフェニル－１－ブテンの配合量０．２部を１．０部に代えた
以外は、実施例３と同様にして感圧複写紙を得た。
［実施例６]
　予備溶解液中の２，４－ジフェニル－１－ブテンの配合量０．２部を２．０部に代えた
以外は、実施例３と同様にして感圧複写紙を得た。
［実施例７]
　予備溶解液中の２，４－ジフェニル－１－ブテンの配合量０．２部を３．０部に代えた
以外は、実施例３と同様にして感圧複写紙を得た。
［実施例８]
　予備溶解液中の２，４－ジフェニル－１－ブテンを１，３－ジフェニルプロパンに代え
た以外は、実施例５と同様にして感圧複写紙を得た。
【００２７】
［比較例１］
　予備溶解液から２，４－ジフェニル－１－ブテン１．０部を除いた以外は、実施例５と
同様にして感圧複写紙を得た。
［比較例２］
　予備溶解液から炭酸プロピレン１０部を除き、予備溶解液中の１－フェニル－１－キシ
リルエタン（ＰＸＥ）の配合量９０部を１００部に代えた以外は、実施例１と同様にして
感圧複写紙を得た。
【００２８】
［感圧複写紙の評価］
　以上作製した感圧複写紙について、下記評価を行った。
［常温発色性］
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　２３℃の環境下において、市販の下用紙ＮＷ４０Ｂ（日本製紙社製）の顕色剤層面の上
に、作製した感圧複写紙のマイクロカプセル層面を重ね合わせ、ドットインパクトプリン
ター（エプソン社製）で全面に印字した。印字後、２３℃の環境下に１時間静置した後、
発色濃度（％）をハンター白色度計（アンバーフィルター使用）で測定した。値が小さい
程発色能力が高い。
［低温発色性］
　－５℃の環境下において、市販の下用紙ＮＷ４０Ｂ（日本製紙社製）の顕色剤層面の上
に、作製した感圧複写紙のマイクロカプセル層面を重ね合わせ、ドットインパクトプリン
ター（エプソン社製）で全面に印字した。印字後、－５℃の環境下に３０分間静置した後
、発色濃度（％）をハンター白色度計（アンバーフィルター使用）で測定した。値が小さ
い程発色能力が高い。
【００２９】
［バーコード読み取り性］
　市販の下用紙ＮＷ４０Ｂ（日本製紙社製）の顕色剤層面の上に、作製した感圧複写紙の
マイクロカプセル層面を重ね合わせ、ドットインパクトプリンター（エプソン社製）でバ
ーコード（ｃｏｄｅ３９）を印字した。印字から１時間後に印字されたバーコードをバー
コード検証機（Ｈｏｎｅｙｗｅｌｌ社製、ＱＣＰＣ６００、光源６４０ｎｍ）で読み取り
試験を実施し、バーコード読み取り適性を評価した。評価結果をＡＮＳＩ規格のシンボル
グレードで記した。
　シンボルグレード：バーコードをバーと垂直方向に１０分割して、各箇所１回ずつ読み
取り試験を実施し、その平均値を（優）Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｆ（劣）の５段階評価で表す。
評価はＡ、Ｂ、Ｃであれば実用上問題はない。
【００３０】
　評価結果を表１に示す。
【表１】

　表１から、本発明の構成の発色剤マイクロカプセルを含有するマイクロカプセル層を有
する感圧複写紙（実施例１～８）は、炭酸プロピレン又はスチレンダイマーを欠く発色剤
マイクロカプセルを用いた感圧複写紙（比較例１、２）に比べて、低温発色性が顕著に改
善されている。
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